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定 例 会 議 会 議 録

開 催 日 時 令和３年９月２９日（水）午前１０時１５分 ～ 午後２時００分

開 催 場 所 ３０１会議室、特別会議室

『 全 体 会 議 』 議 題 ・ 要 旨区 分

１ 公安委員会関係手数料条例の一部改正について【審 議 事項 】

生活安全部長から 「銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）及、

び地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号 ）の。

一部改正に伴い、新たに新設されたクロスボウの所持許可制度に係る手数料１

６項目の新設を行う。

施行日は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定め

旨の説明があり、審議の上、了承された。る日としている 」。

２ 迷惑行為防止条例の一部改正について

ストーカー行為等の規制等に関する法律が一部生活安全部長から 「本年、、

改正されたことに伴い、同法に規定する「つきまとい等行為」を「嫌がらせ行

為」として規制している迷惑行為防止条例（昭和４２年宮城県条例第２９号。

以下「条例」という ）についても、法改正に合わせ所要の改正を行うととも。

に、全国的に増加傾向にある盗撮行為について、規制の一部追加を行うもので

ある。

施行期日については、条例第１２条の除外規定の部分のみ公布の日（令和４

年３月頃）からとし、その他規制に係わる部分については公布の日から３月を

経過した日（令和４年６月から７月頃）を予定している。今後の予定として、

１か月間のパブリックコメントを実施し、これら意見等を踏まえながら、県議

会へ上程する予定である 」旨の説明があり、審議の上、了承された。。

３ 青少年による性風俗関連特殊営業の利用を助長する行為等の規制に関する

条例の一部改正について

生活安全部長から 「知事部局所管の青少年健全育成条例（昭和３５年宮城、

県条例第１３号）の青少年の定義の改正に合わせ 「青少年による性風俗関連、

特殊営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例（平成１３年宮城県条

例第７３号 」の青少年の定義を「６歳以上１８歳未満の者」から年齢下限を）

撤廃し 「１８歳未満の者」とする改正を行うものである。、

今後の予定として、施行期日については、令和４年４月１日としている。

１か月間のパブリックコメントを実施し、これら意見等を踏まえながら、県議

」旨の説明があり、審議の上、了承された。会へ上程する予定である。

『 個 別 審 議 等 会 議 』区 分

公益社団法人みやぎ被害者支援センター事業規程の一部改正（案）に関する【決 裁 事項 】 １

承認について

犯罪被害者支援室長から、公益社団法人みやぎ被害者支援センター事業規程

（以下「事業規程」という ）について、センターの運用状況と現行の規定内。

容との整合性を図る目的で、事業規程の一部改正について説明がなされ、審議

の上、決裁が行われた。

合格証明書返納命令に伴う聴聞の実施について２

生活安全企画課管理官から、警備業法第２３条第４項に規定する合格証明書

について、同法第２２条第７項の規定による合格証明書の返納命令に伴う聴聞

の実施について説明がなされ、審議の上、決裁が行われた。
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行政文書開示請求書の受理及び行政文書開示決定通知書について３

公安委員会補佐室長から、宮城県公安委員会会議録に係る情報公開条例に基

づく開示請求書の受理及び行政文書開示請求に対する行政文書開示決定通知書

について説明がなされ、審議の上、決裁が行われた。

４ 公安委員会苦情の受理について

公安委員会補佐室長から、警察署の対応に係る公安委員会苦情の受理につい

て説明がなされ、審議の上、決裁が行われた。

５ 公安委員会苦情の調査結果及び回答案について

公安委員会補佐室長から、交通取締りに関する公安委員会苦情の調査結果及

び回答案について説明がなされ、審議の上、決裁が行われた。

６ 道路交通法の規定に基づく意見の聴取等

交通聴聞官から、運転免許取消処分に係る意見の聴取等の結果、１４件の報

告と説明がなされ、審議の上、量定が行われた。

１ ８月中におけるストーカー規制法に基づく「禁止命令」の実施結果について【報 告 事項 】

県民安全対策課人身安全対策官から、８月中におけるストーカー規制法に基

づく「禁止命令」の実施結果について、報告があった。

２ ８月中におけるストーカー規制法に基づく「警告」の実施結果について

県民安全対策課人身安全対策官から、８月中におけるストーカー規制法に基

づく「警告」の実施結果について、報告があった。

３ 暴力団対策法に基づく再発防止命令の発出について

暴力団対策指導官から、暴力団対策法に基づく用心棒料等要求行為に係る再

発防止命令の発出について、報告があった。

４ 交通規制の意思決定について（令和３年９月分）

交通規制課次長から、令和３年９月中における、交通規制の意思決定状況に

ついて報告があった。

５ 指定自動車教習所に対する監督命令について

運転免許課長から 「限定中型ＡＴ限定免許及び限定準中型ＡＴ限定免許の、

ＡＴ限定解除に係る無資格教習及び無資格審査事案について、監督命令書を

発出し、再発防止措置について監督する 」旨の報告があった。。

６ 令和２年度中の特定秘密の措置状況等に関する報告について

公安課管理官から、令和２年度中の宮城県警察における特定秘密の取扱状

況、特定秘密の保護措置の状況及び適性評価の実施状況について報告があっ

た。

７ 「第４０回全国豊かな海づくり大会」に伴う警備実施について

警備課警衛警護対策官から、宮城県石巻市で令和３年１０月３日に開催とな

る「第４０回全国豊かな海づくり大会」に伴う警備計画の概要について報告が

あった。


